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１ 計画・設計上の基本的留意事項 

(１) 関係者の参画と理解・合意の形成 

 

学校施設のバリアフリー化を推進するためには、施設整備に関する企画、基本設計、

実施設計及び施工の各段階において、学校、家庭・地域、行政（教育委員会、営繕部局、

都市計画部局、財政部局、防災部局）等の参画による総合的な検討を行うことが重要で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山市では、屋内運動場等の地域に開放す

る施設の新築、改修などの整備計画を行う場

合、高齢者・障害者等が安全かつ円滑に利用

できるようにするため、「岡山市くらしやす

い福祉のまちづくり条例」に基づいて設置さ

れる設計支援委員会に意見を聴き、それを設

計に反映させる試みを行っている。 

  

 

岡山県岡山市 

設計支援委員の構成 

設計支援委員会結果報告書の事例 

 

６ つ の 重 点 的 な 取 組 
 

くらしやすい福祉のまちづくりの重点を，次の６つにしぼりました。 

性別 プロフィール

委員長 女 ホームヘルパー、福祉住環境コーディネーター

副委員長 男 肢体不自由、車いす利用者としての立場から参画

委員 女 一級建築士

委員 女 社会福祉士、介護支援専門員

委員 女 視覚障害があり、利用者としての立場から参画

委員 男 肢体不自由、福祉住環境コーディネーター

委員 男 肢体不自由、車いす利用者としての立場から参画

委員は公募の後、岡山市保健福祉総務課により選定

1.(1) 関係者の参画と理解・合意の形成

 

岡市教委新第５９号
平成１５年４月１５日

  保健福祉総務課長 様 
 
                        教育委員会事務局学校教育部 
                         新しい教育推進課長 角田 みどり 
 

設計支援委員会結果報告書 
 
 平成 15 年 3 月設計支援委員会に付議した、下記の施設整備事業について、結果を報告し
ます。 
事 業 名 
(整備概要) 

中心部の第２期の新しい小学校新築工事 
（学校施設開放エリアにおいて多目的便所、エレベーター、視覚障害者誘導、
 階段注意喚起床材及び手摺りの設置。） 

設計支援委員からの意見 具体化の結果・状況 
（多目的便所について） 
・１階屋外便所について多目的便所として独

立するのではなく、男女各便所内に障害者
用ブースを設置できないか。 

 

 
・スペース的に難しい。多目的便所を障害者

占用として扱うのではなく、誰もが必要な
時に多目的に使用する便所として扱う。 

・多目的便所が多すぎるのではないか。 
 
 

・児童も使用することも考えているので、建
物全体において一層階に１箇所設置する。 

・便所内に荷物置き棚を設置できないか。 
移動台でも良い。（手荷物ぐらいが置ける
ようにする。） 

 

・適所に固定棚又は移動台等を検討する。 

（視覚障害者誘導について） 
・北歩道部の既存誘導ブロックと計画の誘導

ブロックを繋ぐこと。 
 

・ご意見の通り対応する。 

・点字対応施設案内板の床面からの高さは、
1.0m～1.2m とすること。 

 

・ご意見の通り対応する。 

・開放エリアについてエレベーターから諸室
までの誘導ブロックを設置できないか。 

 

・２階屋内体操場玄関アプローチまで誘導ブ
ロックを設置する。 

・各階エレベーター出入口部分に点字対応フ
ロアー案内板を設置できないか。 

 

・ご意見の通り対応する。 
（設置場所に注意喚起床材を設置する。） 

・開放エリア諸室出入口部に点字対応室名板
を設置できないか。 

 

・開放エリアの適所に対応できるよう検討す
る。 

（その他） 
・中央階段に注意喚起床材を設置している
が、視覚障害者誘導ブロックを設けていな
いので意味がないのではないか。 

 
・注意喚起床材は、あくまでも段差等につい

て注意を促す意味で設ける。指摘の階段室
は教室エリアのメイン階段であり、５階開
放時の避難階段にもなる。そうした階段の
設備として注意喚起床材を対応する。 
また、誘導ブロックについては、開放エリ
アへの視覚障害者のアプローチに一番優し
い経路に誘導する。（事務局、エレベーター）

 
・車いす使用者用駐車施設の位置を建物出入

口近くに設置できないか。 
・今回の場合、建物出入口側に設置すると前

面駐車となり、満車時にはバックで出る可
能性がある。 
計画位置の方がスムーズに出入りすること
ができるため、運転面での安全性を優先す
る。 
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(２) 適切な整備目標の設定 

 

学校施設のバリアフリー化に関する整備に際しては、個々の学校における施設利用者

の特性、施設用途、立地環境、運営面でのサポート体制等に対応し、過度な整備となら

ないように適切な整備目標を設定することが重要である。整備目標の設定に当たっては、

新築建物のみならず、既存建物においても多様な人々が安全かつ円滑に利用できるよう

に、ユニバーサルデザインの観点から検討することが重要である。 

また、必要に応じて整備目標を段階的に設定し、計画的に整備することも有効である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              神奈川県小田原市

 

小田原市では、今後 10 年間の学校施設のリニュ

ーアル優先校を選定するため、市民の代表者や学校

教職員、専門家、行政からなる「小田原市立小中学

校校舎リニューアル整備計画検討会」を設置し、整

備計画を策定している。老朽度、学習対応度及び地

域開放度などとともにバリアフリーの観点からも

総合的に評価を行い、リニューアル優先校の選定を

行っている。 

小田原市立小中学校校舎整備計画の位置付け 
 

校舎リニューアル調査研究業務 
（平成 13 年度、平成 14 年度実施） 

校舎リニューアル 
モデル計画検討会 
（庁内内部組織） 

① 委託実績報告、モデル

校選定、国庫補助活用

の検討 
② モデル校視察等 
③ リニューアルモデル案

提示 

検討内容 

小小田田原原市市立立小小中中学学校校  

校校 舎舎 リリ ニニ ュュ ーー アア ルル  

整整 備備 計計 画画 検検 討討 会会  

平成 15 年 10 月下旬～平成 16 年 3 月下旬 

小田原市立小中学校 

校舎リニューアル整備計画  策定 

① リニューアル整備の方

向性の策定 
② リニューアル整備の優

先度の高い学校の選定 
③ リニューアル整備計画

の策定 

検討内容 

整備計画の優先度に基づく各

学校ごとの校舎リニューアル

推進部会 
（当該校ごとに組織） 

平成 15年 4月下旬～平成 16 年 10 月上旬 

内　　容 評　価

昭和45年以前 A

昭和46年～昭和60年 B

昭和61年以降 C

未完了 A

一部完了 B

未改修 A

一部改修済 B

な  し A

あ  り B

な  し A

あ  り B

な  し A

あ  り B

600人超 A

600人～200人 B

200人未満 C

７点未満 A

７点～11点 B

12点～18点（満点） C

な  し A

あ  り B

な  し A

あ  り B

１箇所もない A

１箇所～４箇所 B

５箇所以上ある C

リニューアル整備の優先度ランク表

公
共
度

地域内にある生涯学
習の場として利用でき
る公共施設数
（学校を除く）

区　　分

老
朽
度

建設年度

危
険
度

社会開放

多目的ホール

耐震補強

外壁改修

　優先度ランク表

地
域
開
放
度

少人数学習室

多目的教室

学
習
対
応
度

アンケート集計
バリアフリー環境

プラザ

利
用
度

児童・生徒数

リニューアル整備の優先度ランク表 

7 項目

7 項目

4 項目

7 項目

6 項目

5 項目

7 項目

5 項目

5 項目

7 項目

6 項目

7 項目

6 項目

7 項目

4 項目

早川小学校

山王小学校

新玉小学校

選出ブロッ ク 学校名

中学校１ ブロッ ク

中学校２ ブロッ ク

中学校３ ブロッ ク

小学校１ ブロッ ク

小学校２ ブロッ ク

小学校３ ブロッ ク

矢作小学校

酒匂小学校

国府津小学校

千代小学校

桜井小学校

曽我小学校

城南中学校

白山中学校

鴨宮中学校

橘中学校

泉中学校

城北中学校

優先度Ａ 備　 考（ 委員会での着眼点・ 意見）

市内小学校の中で最も古い校舎である。

外壁の老朽化(剥落)の対策が必要。

早川小、 山王小に次いで、 校舎の老朽化の対策が
必要。 課外授業の開催等、 地域の教育力への期待
がもてる。

耐震化の対策が必要。

耐震化の対策が必要。 余裕教室の活用が図れる。

校舎の老朽化の対策が必要。

泉中に次いで、 校舎の老朽化の対策が必要。 課外
授業の開催等、 地域の教育力への期待がもてる。

市内中学校の中で最も古い校舎である。

校舎の老朽化の対策が必要。

校舎の老朽化の対策が必要。 新しい教育活動に対
応できる施設の改修が必要。

校舎の老朽化の対策が必要。

校舎の老朽化の対策が必要。

耐震化の対策が必要。

外壁の老朽化(剥落)の対策が必要。

外壁の老朽化が進行していて危険度が大きい。

今後 10 年間におけるリニューアル 
整備計画対象校 

1.(2) 適切な整備目標の設定 
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(３) バリアフリー化等の事後点検の実施 

 
施設利用者からのニーズの進展や多様化に対し、改修整備等を柔軟に実施できるよう

に計画することが重要である。 

また、事後点検を実施する組織を設置し、定期的に施設利用者と情報交換等を行い、

施設のバリアフリー化等の状況について検証することは、バリアフリー化の進展のため

に有効である。 

 
 
 

熊本県 

熊本県では、「既存建築物のユニバーサルデザイン評価マニュアル」を策定し、既存建物を管理

者及び利用者等の実際に建物を使う立場から評価し、評価結果から行動計画（UD プラン）を作成

した後、改善を行うこととしている。この過程（UD サイクル）を繰り返しながら社会の変化とと

もに多様化する利用者ニーズを的確に捉え、より利用しやすい建物とすることを目指している。 

役割分担をして現地調査 

1.(3) バリアフリー化等の事後点検の実施 
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